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１．下水道事業における官民連携事業について
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下水道事業における官民連携手法の概要と実施主体

対象業務 直営・個別委託
包括的民間委託
（処理場・管路）

DBO PFI コンセッション

公権力行使

政策決定
・合意形成

計画策定
（地方公共団体の事業
計画を踏まえた）

料金徴収

資金調達

施設整備
（設計・建設）

施設補修・修繕

保守・点検

運転管理

備考
職員が直接実施もしくは
個別業務毎に委託
（仕様発注）

複数業務且つ複数年度
発注（性能発注）

設計・建設・維持管理の一
体発注（資金調達は公共）

設計・建設・維持管理の一
体発注（資金調達は民間）

対象施設に運営権を
設定し、運営を実施

委託期間 1年 3～5年が多い 15～20年程度 20年程度 20年程度

導入事例 - かほく市、宇都宮市等
東京都等

（汚泥の有効利用事業）
横浜市等

（汚泥の有効利用事業）
浜松市等

地方公共団体

民間企業

民間企業

民間企業

地方公共団体

地方公共団体

地方公共団体
地方公共団体

民間企業
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下水道事業における官民連携事業の実施状況

※１包括的民間委託：複数業務をパッケージ化した複数年契約

※２ DBO：設計・施工・管理一括発注
Design  Build  Operate

ＰＦＩ・DBO(※2)事業

32件

包括的民間委託
（管路施設）

17団体

下水処理施設
（全国約2,200箇所）管路施設

(全国約47万km)

下水道施設

包括的民間委託
（下水処理施設）

約410件

（件数はH29.4月時点 国土交通省調査による）

下水汚泥
有効利用施設

○管路施設や下水処理施設の管理については9割以上が民間委託を導入済み。

○包括的民間委託※１は約430件導入されており、件数は近年増加中。

○下水汚泥を利用してガス発電や固形燃料化を行うPFI事業等は32件実施・予定されている。

○新たなPFI方式であるコンセッションについては、浜松市が運営権者と実施契約を締結し、大阪市、奈良市、
三浦市、須崎市、宇部市、宮城県、村田町、小松市、大分市、大牟田市が導入検討中。具体的検討を進める
都市に対して、 国土交通省より実施方針や契約関係書類の作成等について支援。
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※平成26年3月国土交通省水管理・国土保全局下水道部「下水道事業における公共施設等運営事業の実施に関するガイドライン」より

管理者が期待する官民連携のメリット（地方公共団体規模別）

管理者が期待する官民連携のメリット（地方公共団体規模別）
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※平成26年3月国土交通省水管理・国土保全局下水道部「下水道事業における公共施設等運営事業の実施に関するガイドライン」資料に加筆

民間事業者が期待する官民連携手法活用のメリット
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２－１．処理場の包括的民間委託について
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○平成13年4月に「性能発注の考え方に基づく民間委託のためのガイドライン」（国交省）を公表。平成20年6月に発行の「包
括的民間委託等実施運営マニュアル（案）」（下水協）で導入手続きなど包括に関する一連の流れが取りまとめられている。

○平成29年4月時点で、全国の410箇所を超える処理場（全体の約20％）において導入。（国交省独自調査）

（１）下水処理場における包括的民間委託の導入状況

（２）下水処理場における包括的民間委託の定義
○「性能発注方式であること」に加え、「複数年契約であること」を基本的な要素とする。

○主要な業務である下水処理場の運転、保守点検に加え、清掃、建物管理等、ユーティリティの調達、補修などの業務を含
めることが一般的。

○委託者の発注事務の負担緩和に伴う下水道事務全般及び
行政サービスの質的向上。

○運転管理、ユーティリティ、修繕等を行っていた公共人件費
の削減。

○薬品、電力等調達の柔軟化、大口購入による単価の引下、
品質の適正化、節約等によるコスト縮減。

○運転手順の改善、修繕の必要性見極めと保守点検との一体
的な実施等、民間企業の創意工夫による業務効率化。

○複数業務の包括的受注による業務効率化、諸経費率の 削
減（スケールメリットの発現）。

○複数年契約による、受注者側の経験蓄積、常時配置人員や
資機材の効率的配置、車両等機材の長期レンタル等の民間ノウ
ハウによるコスト縮減。

（３）期待される効果

出典・参考 「性能発注の考え方に基づく民間委託のためのガイドライン」（国土交通省）

資本的支出
（改築費等）

資本的支出
（改築費等）

資本的支出
（改築費等）

資本的支出
（改築費等）

修繕費
修繕費

修繕費

直接経費
（ユーティリ
ティ費）

直接経費
（ユーティリ
ティ費）

施設運転
業務外部
委託

包括的
民間委託

公共
人件費

包括的
民間委託

（修繕費）※

公共
人件費 公共

人件費

包括的
民間委託

公共
人件費

・運転管理における民間の
創意工夫による効率化

・処理場にいた公共人件費
の縮減

・民間の創意工夫（調達の柔軟
化、大口購入による単価の引
き下げ、品質の適正化、節約
等）によるコストの縮減

・ユーティリティの調達及び修繕
の発注、管理を行っていた公
共人件費の縮減

・民間による修繕の必要性
の見極め、保守点検との
一体的な実施等による効
率化

・修繕の発注、管理を行って
いた公共人件費の縮減

レベル１
従来の
仕様発注

レベル２ レベル３

※レベル２の包括的民間委託
に含む修繕は、１件当たり
の金額が一定額以下のもの。

性能発注のレベルと、性能発注の導入によるコスト縮減イメージ

処理場包括委託の定義等について
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出典・参考 「性能発注の考え方に基づく民間委託のためのガイドライン」（国土交通省）

（ご参考）処理場包括委託の定義等について

9

【包括的民間委託のレベル】
○レベル1・・・運転管理の性能発注
○レベル2・・・レベル1に加え、ユーティリティの調達及び管理を含めた委託
○レベル3・・・レベル2に加え、資本的支出に該当しない補修・修繕計画の策定・実施までを含めた委託



○処理場の包括的民間委託とは、性能発注に基づく複数業務・複数年度発注をいう。
○平成29年4月国土交通省調査によると、全国で約410箇所の処理場で導入済み

①導入方針の決定
（導入準備）

②民間事業者の
募集・評価・選定

③契約協議

事
業
開
始

約8～10ヶ月程度 約6～8ヶ月程度 約6ヶ月程度

契
約
協
議

業
務
引
継
ぎ

契
約
締
結

質
問
回
答
及
び
施
設
見
学

募
集
要
項
等
の
公
表
（公
告
）

資
格
審
査

提
案
書
審
査

民
間
事
業
者
の
選
定

資
格
審
査
結
果
の
通
知

包
括
的
民
間
委
託
の
導
入
メ
リ
ッ
ト
等
の
検

討 事
業
情
報
の
整
理

基
本
的
な
事
業
ス
キ
ー
ム
の
検
討

債
務
負
担
行
為
の
設
定
、
予
算
の
確
保

募
集
要
項
・要
求
水
準
書
等
作
成

※期間については、事業規模・複雑性により変わる可能性がある。
※なお、管路の包括委託についても処理場と同様の流れとなる。 10

包括的民間委託の導入の手順（平成28年度PPP/PFI検討会報告書より）



通 知 ガ イ ド ラ イ ン ・ マ ニ ュ ア ル

・下水処理場等の維持管理における包括的民間
委託の推進について
（平成16年3月、国都下管第10号、国土交通省
都市・地域整備局下水道部下水道企画課下水
道管理指導室長）

・下水処理場等の維持管理に関する技術水準の
維持向上について
（平成17年3月、国都下管第13号、国土交通省
都市・地域整備局下水道部下水道企画課下水
道管理指導室長）

・性能発注の考え方に基づく民間委託のためのガイドライン
（平成13年4月、国土交通省都市・地域整備局下水道部下
水道管理指導室長）

・包括民間委託導入マニュアル（案）
（平成15年12月、日本下水道協会）

・包括的民間委託等実施運営マニュアル（案）
（平成20年6月、日本下水道協会）

処理場包括委託の推進のため、国土交通省および日本下水道協会よ
り、通知やガイドライン・マニュアルが示されている。

＜参考＞
管路包括委託については，下記の報告書ならびにガイドラインが示されている。

・下水道管路施設の包括的民間委託に関する報告書 （平成21年3月、管路施設維持管理業務委託等調査検討会）

・下水道管路施設の維持管理における包括的民間委託の導入に関する報告書
（平成24年4月、管路施設維持管理業務委託等調査検討会）

・下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託導入ガイドライン
（平成26年3月、下水道管路施設の管理業務における民間活用手法導入に関する検討会）

国土交通省・日本下水道協会による推進状況
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【処理場包括委託導入自治体数】

処理場包括委託の導入団体数および処理場数は年々増加している。
平成23年度から平成26年度までの5ヶ年で、導入団体数および処理場
数ともに約1.5倍に増加している。

約1.5
倍

約1.5
倍

出典：下水道統計

包括的民間委託導入団体数
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平成28年度に国土交通省と（公社）日本下水道協会で処理場包
括委託の導入・実施状況から、その効果・課題等を把握するた
め、アンケート調査を実施した。

対象団体
・平成26年度時点で処理場包括委託を導入している自治体
・日本下水道施設管理業協会の会員企業（以下、「管理会社」と
いう。）

有効回答数
・自治体：123団体
・管理会社：56社（受注・入札参加実績がある43社が集計対象）
アンケート内容
１．全体的な評価・課題認識
２．包括的民間委託実施状況
３．契約前段階（積算方法、受託者選定、契約書・仕様書）
４．導入段階（監視・評価、精算等）
５．完了時（業者間の引継ぎ）
６．その他（業務改善提案、契約期間の長期化等）

個
別

課
題

処理場包括委託に係るアンケート調査実施概要
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 2～4期目（3期目：43.9％、2期目：23.0％、4期目：16.9％）が多く、少数なが
ら5・6・11期目の契約もある。

 3年契約が過半（56.7％）、次いで5年契約（34.8％）が多くなっており、いず
れの契約期数においても同様の傾向が見て取れる。（左図）

委託レベルは、レベル2.5が約7割（69.4％）、次いでレベル2（15.0％）、レベ
ル3（12.2％）である。（右図）

2年 2 1.1% 2 1.1% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 5 2.7%
3年 9 4.8% 24 12.8% 43 23.0% 25 13.4% 3 1.6% 1 0.5% 1 0.5% 106 56.7%
4年 1 0.5% 3 1.6% 3 1.6% 2 1.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 9 4.8%
5年 6 3.2% 14 7.5% 35 18.7% 4 2.1% 5 2.7% 1 0.5% 0 0.0% 65 34.8%
その他 0 0.0% 0 0.0% 1 0.5% 1 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 1.1%
合計 18 9.6% 43 23.0% 82 43.9% 32 17.1% 9 4.8% 2 1.1% 1 0.5% 187 100%

合計第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第11期

1.1% 1.1% 0.5%

4.8%
12.8%

23.0%

13.4%

1.6%
0.5% 1.6% 1.6% 1.1%

3.2% 7.5%

18.7%

2.1% 2.7%

0.5% 0.5%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期

2年 3年 4年 5年 その他

3.3% 15.0% 69.4% 12.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

レベル1 レベル2 レベル2.5 レベル3

単位：件

契約期数・年数及び委託レベル
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処理場：「1箇所」の契約が最多となっている（79.0％） 。
ポンプ場：「1箇所」の契約が最多となっている39.7％ 。
マンホールポンプ場：「1～10箇所」の契約が最多となっている（35.4％）。

35.4%

39.7%

79.0%

27.4%

16.8%

10.2%

8.0%

8.4%

6.5%

8.8%

11.5%

2.7%

4.4%

6.9%

0.5%

15.9%

16.8%

1.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

MP場

ポンプ場

処理場
処理場1箇所・ポンプ場1箇所・MP場1～10箇所

処理場2箇所・ポンプ場2箇所・MP場11～20箇所

処理場3箇所・ポンプ場3箇所・MP場21～30箇所

処理場4箇所・ポンプ場4箇所・MP場31～40箇所

処理場5箇所・ポンプ場5箇所・MP場41～50箇所

その他

約2割（19.5％）の契約が他事業と一体で処理場包括委託を導入している。

4.1%

4.1%

12.2%

0.8%

4.9%

80.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

上水道

浄化槽（単独処理・合併処理）

農業集落排水

漁業集落排水

その他

他の事業と一体で包括的民間

委託を導入していない

１つの契約に含める施設数等
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包括委託に修繕を含めている団体は94団体あり、修繕費用の年度限
度額を設定しているのが過半（53.2％）、修繕1件当たりの上限額を設定
しているのが大半（74.5％）である。

年度上限額では400万円以上600万円未満（24.0％）が最多である。（左
図）

修繕1件当たりの上限額では40万円以上60万円未満（35.7％）が最多で
ある。（右図）

14%

16%

24%2%
16%

8%
6%

8%
4%

2%

200万円未満

200万円以上～400万円

未満

400万円以上～600万円

未満

800万円以上～1,000万

円未満

1,000万円以上～1,500

万円未満

1,500万円以上～2,000

万円未満

2,000万円以上～2,500

万円未満

2,500万円以上～3,000

万円未満

年度別上限額

3%

7%

36%

2%

4%

33%

1%

14%

20万円未満

20万円以上～40万円未

満

40万円以上～60万円未

満

60万円以上～80万円未

満

80万円以上～100万円

未満

100万円以上～150万円

未満

200万円以上～250万円

未満

250万円以上

修繕1件あたりの上限額

修繕費用
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26.8%

13.8%

17.9%

8.9%

13.8%

8.9%

8.9%

3.3%

17.9%

35.0%

0.0%

34.1%

35.8%

28.5%

30.9%

38.2%

22.8%

36.6%

26.8%

26.8%

48.0%

1.6%

39.0%

50.4%

53.7%

60.2%

48.0%

68.3%

54.5%

69.9%

55.3%

17.1%

98.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

積算と精算

契約内容の確定（要求水準，インセンティブ条項の導入等）

入札における競争性の確保

入札関係その他（入札方式の選定、技術力評価方法等）

コスト縮減効果の確保

日常的な監視・評価

完了時の評価

完了時の施設機能確認

業者変更時の引継ぎ

自治体職員の技術力確保

特に課題はない

◎特に課題と感じる ○課題と感じる 無記入

 「自治体職員の技術力確保」（83.0％）
 「積算と精算」（60.9％）、「コスト縮減効果の確保」（52.0％）
 「契約内容の確定（要求水準、インセンティブ条項の導入等）」（49.6％）

自治体の主な課題認識

自治体の処理場包括委託に対する課題認識
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管理会社の主な課題認識

 「積算」（69.7％）、「精算」（46.5％）
契約内容：要求水準（46.5％）、リスク分担（44.2％）、

業務範囲（41.9％）、契約期間（39.5％）
危機管理（緊急時や災害時等）（39.6％）

16.3%

39.5%

16.3%

9.3%

9.3%

2.3%

23.3%

7.0%

14.0%

2.3%

16.3%

23.3%

30.2%

25.6%

30.2%

37.2%

32.6%

20.9%

27.9%

25.6%

23.3%

14.0%

7.0%

30.2%

7.0%

60.5%

30.2%

58.1%

60.5%

53.5%

65.1%

55.8%

65.1%

60.5%

74.4%

86.0%

93.0%

53.5%

93.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

入札・契約方式

積算

契約内容（業務範囲）

契約内容（契約期間）

契約内容（要求水準）

契約内容（ペナルティ）

契約内容（リスク分担）

履行・監視評価

危機管理（緊急時や災害時等）

完了評価

業者間の引継ぎ（包括→包括）

業者間の引継ぎ（仕様→包括）

精算

特に課題と感じている点はない

◎特に課題と感じる ○課題と感じる 無記入

管理会社の処理場包括委託に対する課題認識
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22.8%

58.5%

25.2%

58.5%

37.4%

2.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%100.0%

「維持管理積算要領」の完全適用

「維持管理積算要領」の部分適用

導入前実績値を基に算定

見積りを活用

前期包括的民間委託におけるコスト縮減後の実績値を基…

その他

25.2%

53.7%

54.5%

60.2%

1.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

「維持管理積算要領」の完全適用

「維持管理積算要領」の部分適用

導入前実績値を基に算定

見積りを活用

その他

（１） 2期目以降の積算方法について

大
幅
に
減
少

大
幅
に
増
加

2
期
目
以
降
の
積
算

1
期
目
の
積
算

管理会社の約1割（7.0％）が、参入インセンティブの確保などの
観点から「前期包括委託におけるコスト縮減実績が積算に反
映されている」ことを課題と認識。

現
状

課
題

積算方法に関する現状と課題
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53%

25%

22%

全部 一部 計上していない

（２）直接費用（修繕費用、ユーティリティ費用など）に係る諸経費について

約3割（27.9％）の管理会社が「ユーティリティ調達業務に関する人件費
が未計上である」ことを課題と認識。

約5割（47.2％）の自治体が、直接
費用に係る諸経費の計上を一部、
または未計上としている。

未計上の項目は主に「ユーティリ
ティ費」および「修繕費」との回答
であった。

現
状

課
題

包括的民間委託の積算方法については、「下水道施設維持管理積算要
領」（発行元：（公社）日本下水道協会）において明示されておらず、今後
同要領の改訂の際には、同協会と連携して、現状と課題を踏まえた検討
を行う予定。

積算方法に関する現状と課題
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項 目 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 全体

一般競争入札 20 16.9% 19 16.7% 14 15.7% 9 25.0% 2 20.0% 64 17.4%

指名競争入札 32 27.1% 29 25.4% 23 25.8% 8 22.2% 2 20.0% 94 25.6%

総合評価一般競争入札 10 8.5% 11 9.6% 9 10.1% 4 11.1% 1 10.0% 35 9.5%

総合評価指名競争入札 4 3.4% 3 2.6% 2 2.2% 0 0.0% 0 0.0% 9 2.5%

技術提案型競争入札 15 12.7% 14 12.3% 9 10.1% 1 2.8% 0 0.0% 39 10.6%

プロポーザル方式 25 21.2% 23 20.2% 17 19.1% 7 19.4% 2 20.0% 74 20.2%

随意契約 9 7.6% 10 8.8% 10 11.2% 6 16.7% 3 30.0% 38 10.4%

その他 3 2.5% 5 4.4% 5 5.6% 1 2.8% 0 0.0% 14 3.8%

合計 118 100.0% 114 100.0% 89 100.0% 36 100.0% 10 100.0% 367 100.0%

提案型入札方式の割合 46% － 45% － 42% － 33% － 30% － 43% －

（１）受託者選定方式について

提案型の入札方式は、全体の半数に満たず（42.8％）、契約期が進むに
つれ減少（1期目：45.8%→5期目：30.0%）。一方、随意契約の割合は
契約期が進むにつれ増加している。

約5割（51.2％）の管理会社が「技術力等が十分に評価される入札・契約
方式等になっていない」点を課題と認識。

包括的民間委託は民間事業者の技術能力の積極活用を目的とするもの
であり、「ガイドライン」においても、技術能力も含め総合的に評価できるよ
うな発注方式を検討することとされていることから、これを踏まえた対応が
望まれる。

現
状

課
題

受託者選定における現状と課題
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項 目 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 全体

応札者数の最大 10 9 11 9 5 11

応札者数の平均 3.1 2.6 2.4 2.2 2.1 2.5

応札者数の最小 1 1 1 1 1 1

（２）応札者数について

入札における応札社数は平均2.5社であり、契約期が進むにつれて
減少傾向にある（第1期平均3.1社→第5期平均2.1社）。

競争性担保のため、約6割（60.2％）の自治体で現場見学や維持管
理報告書の閲覧等の方策を講じている。

約2割（20.9％）の管理会社が「施設の状況やこれまでの管理の内容
に関する情報開示が不十分」としている。

契約期が進んでも一定数の応札者のあった事例では、発注に当たって
「委託の範囲やレベルの見直しを適宜実施」、「資格要件や実績要件を
緩和」といった工夫を実施している（個別ヒアリングで確認）。

現
状

課
題

単位：者

受託者選定における現状と課題
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（４）監視・評価の課題について

約4割程度の自治体が、監視・評価の方法、基準、結果の活用などに
ついて課題を持っており、「参照できる監視・評価のマニュアルがない」
との回答も多い（44.7％）。（上図）

監視・評価に関するマニュアルの必要性については、約9割（88.6％）
の自治体が必要と回答。

管理会社においても約4割（37.2％）が「評価方法・基準が不明確であ
る」と回答。（下図）

課
題 36.6%

36.6%

29.3%

44.7%

40.7%

22.0%

7.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

監視・評価方法が不十分である・明確化できていない

監視・評価の項目・基準が不十分である・明確化できていない

監視・評価する体制が自治体内で確保できていない

参照できる監視・評価のマニュアルがない

監視・評価結果の活用基準が明確化できていない

監視・評価について契約上の規定が不十分である

その他

37.2%

0.0%

0.0%

14.0%

16.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

評価方法・基準が不明確である。

評価方法・基準が妥当ではない。

評価結果が妥当ではない。

履行監視・評価への対応が負担である。

その他

監視・評価における現状と課題
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性能発注である包括的民間委託において、「履行監視・評価」は、効率
的・効果的な維持管理という委託の目的を達成するための最重要事項。

監視・評価に係る課題を踏まえ、下水道協会と連携して処理場包括的民
間委託の評価等調査専門委員会を開催し、「履行監視・評価に係るマ
ニュアル」を平成29年度～平成30年度で策定する。

（５）履行監視・評価マニュアルの策定について

マニュアルの方向性

履行期間中及び完了時における監視・評価方法をとりまとめる。
運転管理業務、保全管理業務の監視方法と評価方法をとりまとめる。
先進都市の事例を活用し、可能な範囲でＰＩ等の定量的方法を検討す
る。

履行監視・評価結果の活用方法について、基本的な考え方を示す。

＜参考＞処理場包括的民間委託の評価等調査専門委員会

●委員長：熊本市

●委 員：横須賀市、浜松市、富士市、かほく市、大阪市、堺市、松山市、国交省

●特別委員：滝沢智（東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻教授）

●オブザーバー：横浜ウォーター(株)、日本下水道事業団、日本下水道施設管理業協会、

全国上下水道コンサルタント協会

監視・評価における現状と課題
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２－２．管路の包括的民間包括委託について
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○委託者の発注事務の負担緩和に伴う下水道事務全般及び行政サービスの質的向上。

○受託者が委託者の指示を待たずに苦情対応を行うことによる、使用者住民の顧客満足向上。

○巡視点検等の手順改善、修繕の必要性見極めと保守点検との一体的な実施等、民間企業の創意工夫による業務効率化。

○委託範囲を面的に捉えることによる業務の効率化・迅速化。

○調査データの集積とりまとめによる効率的な問題箇所の抽出と、これに合わせた補修作業等の迅速化・適正化。
（予防保全型維持管理への移行）

○複数業務の包括的受注による業務効率化、諸経費率の削減（スケールメリットの発現）。

○複数年契約による、受注者側の経験蓄積、常時配置人員や資機材の効率的配置、車両等機材の長期レンタル等の民間
ノウハウによるコスト縮減。

（２）管路包括委託の定義
○複数業務をパッケージ化した、複数年契約で
あること。（標準的なパッケージ対象業務：右表）

（３）期待される効果

出典・参考 「下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託導入ガイドライン」
（下水道管路施設の管理業務における民間活用手法導入に関する検討会）

（１）管路包括委託の導入状況

○導入促進に向けて、平成24年4月に「下水道

管道施設の維持管理における包括的民間委
託の導入に関する報告書」、平成26年3月に

「下水道管路施設の管理業務における包括
的民間委託導入ガイドライン」を発行。

○平成28年12月時点で、14自治体において導
入されている。

管路の包括的民間委託の定義等
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（１）管路包括委託導入事例集の概要
●管路包括委託の導入状況を把握するため、 H28年11～2月にかけてアンケート調査及びヒアリング調査を実施し事例集とし
て取りまとめ、未導入自治体における導入検討等に資することを目的として、平成29年3月に公表。

●管路包括委託の定義（管路管理に係る複数業務のパッケージ化、複数年契約）を満たす事業を実施している自治体を集計
対象とした。

（２）導入状況概要

●平成28年12月時点で管路包括委託は
、14自治体21事業で導入されている。

●業務範囲については、巡視・点検、小
修繕等の限定的な業務を包括する事
例から計画的業務全般を含めた事例、
改築更新まで含めた事例まで幅広く実
施されている。

●下水道管路施設のみの包括的民間委
託を実施する自治体もある一方で、他
施設と連携して処理場等の主要な下
水道施設や水道施設、集落排水施設
を含むケースもある。

●基本的に仕様発注で実施されている
が、努力目標として成果指標を設定し
ている例もある。

管路の包括的民間委託導入事例集（概要）
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（３）導入効果

●8自治体でコスト削減効果を得ており、旭川市では管路のみの包括委託を実施しているが、約5%の削減効果を得ている。

●また、4自治体では公共側の人件費削減効果を得ている。

（サンプル数14自治体）

（自治体数）

自治体名 具体的なコスト削減効果

旭川市

委託前 9.90億円/4年
委託後 9.39億円/4年
削減額 0.51億円/4年（5.1％）

大阪狭山市
改築工事の部分で約10％のコスト縮減
（複数年契約とすることで、コスト削減効果を得ている）

①定量的効果（コスト削減）

②定性的効果

●多くの自治体で「予防保全の実現」、「公共側の事務負担の軽減」、「苦情対応スピードの向上」の効果を得ている。

●その他として、職員の育成やノウハウを維持するためのマニュアル化等の効果も得ている。

（自治体数）

（サンプル数14自治体）

自治体名 具体的なその他の定性的効果

旭川市
住民対応を基本的に職員が行うことで業者への適切な指示
が可能となっているとともに，住民に作業内容を説明すること
で職員の育成につながっている

河内長野市
河内長野市では維持管理のノウハウに乏しいなど課題が
あったが、導入により双方による維持管理マニュアルの策定
が少しずつ進んでいる。

岩見沢市
受託者の有する各種調査機械による、速やかな調査、不具
合原因の特定。 住民対応や修繕の対応スピードの向上。

富士市
維持管理情報の蓄積、ストックマネジメント計画の高度化、不
明水重点対策地区の特定

管路の包括的民間委託導入事例集（概要）
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河内長野市の管渠敷設延長の変遷【汚水】

 一般部局の財政悪化に伴う一層の効率化の要請

 下水道局の人員削減・退職・異動によるノウハウ喪失

 水道・下水道・農業集落排水の各事業により維持管理レベルの差

かほく市

 老朽化の進行に伴い、不具合や陥没等の件数が年々増加

 陥没等による2次災害の発生の危険性の増大

 不具合対応に係る費用・事務負担の増大

 発生対応型の維持管理に問題があったため、適正な維持
管理の検討が急務

河内長野市

 正規職員数・維持管理予算の減少傾向

 発生対応型維持管理が中心となっており、計画的な維持
管理が困難

 管路施設の老朽化の急増に伴い、長寿命化対策が喫緊の
課題

柏市
柏市の年度別苦情内容と件数

○各市とも、維持管理費の減少、下水道従事職員の減少という課題を抱えていたこと
が導入の契機となっている。

29

包括的民間委託の導入背景（平成28年度PPP/PFI検討会報告書より）



 市職員の技術職員の継承を効果的に行う必要性

 全国公募型プロポーザル方式としたが、提案参加者は2者のみと低調

 委託業務の適切な実施状況をモニタリングするための技術力をさらに蓄積する必
要

かほく市

 2年間の短い期間では、受託者の創意工夫を最大限発揮することが困難

 長寿命化計画における業務を限定したことで、ストックマネジメントに対応した維持
管理計画が不十分

河内長野市（第1期）

 小規模自治体における業務配置人数、配置換えにより管理者側の一定の技術レベ
ルの確保が困難であり、受託者の適正な業務履行を確認するモニタリングの精度
に課題

 仕様発注によるため大半のリスクを委託者である市が負担

河内長野市（第2期）

○すでに管路の包括委託を導入したかほく市、河内長野市とも、管路の包括民間委
託の実施にあたっては発注者側の技術レベルの担保、民間事業者のモニタリング
に必要な技術力の維持といった課題が生じた。

30

包括的民間委託の実施の課題（平成28年度PPP/PFI検討会報告書より）



２－３．汚泥の有効利用事業におけるPFI/DBOについて

31



下水汚泥の有効利用に関するPFI／DBOの実施状況

＜PFI＞

表内の年月は供用開始時期

＜DBO※＞11件 21件
※設計・施工・管理一括発注（DB＋O含む）

地方公共団体 事業名

東京都（H19.11） 東部スラッジプラント汚泥炭化事業

佐賀市（H21.10） 佐賀市下水浄化センター汚泥堆肥化事業

東京都（H22.7） 清瀬水再生センター汚泥ガス化炉事業

兵庫県（H23.4） 兵庫西流域下水汚泥処理場 1･2系溶融炉改築工事

愛知県（H24.4） 衣浦東部浄化センター下水汚泥燃料化事業

広島市（H24.4） 西部水資源再生センター下水汚泥燃料化事業

薩摩川内市（H24.4） 汚泥再生処理センター施設整備運営事業

熊本市（H25.4） 下水汚泥固形燃料化事業

東京都（H25.7） 東部スラッジプラント汚泥炭化事業（その２）

埼玉県（H27.3） 新河岸川水循環センター下水汚泥固形燃料化事業

西海市（H27.7） 西海市エネルギー回収推進施設整備・運営事業

北九州市（H27.10） 日明浄化センター下水汚泥固形燃料化事業

滋賀県（H28.1） 湖西浄化センター下水汚泥燃料化事業

広島県（H29.1） 芦田川浄化センター下水汚泥固形燃料化事業

静岡市（H29.1） 中島浄化センター汚泥燃料化事業

京都府（H29.4） 洛西浄化センター下水汚泥固形燃料化事業

福岡県
（H31.4 予定）

御笠川浄化センター下水汚泥固形燃料化事業

秋田県
（H32.4 予定）

県北地区広域汚泥資源化事業（米代川流域下水道・
大館処理センター）

名古屋市
（H32 予定）

空見スラッジリサイクルセンター下水汚泥固形燃料化
事業

福岡市
（H32 予定）

西部水処理センター下水汚泥燃料化事業

京都市
（H33.4 予定）

鳥羽水環境保全センター下水汚泥固形燃料化事業

地方公共団体 事業名

横浜市（H16.1） 改良土プラント増設・運営事業

東京都（H16.4） 森ヶ崎水再生センター常用発電設備整備事業

大阪市（H19.9） 津守下水処理場消化ガス発電設備整備事業

横浜市（H21.12）
北部汚泥資源化センター消化ガス発電設備整備
事業

黒部市（H23.5）
下水道バイオマスエネルギー利活用施設整備運
営事業

大阪市（H26.4） 平野下水処理場汚泥固形燃料化事業

横浜市（H28.4）
横浜市南部汚泥資源化センター下水汚泥燃料化
事業

佐野市（H28.4）
佐野市水処理センター再生可能エネルギー発電事
業

愛知県（H28.10） 豊川浄化センター汚泥処理施設等整備・運営事業

横浜市（H29.4)
横浜市北部汚泥資源化センター汚泥処理・有効利
用事業

豊橋市
（H29.10予定)

豊橋市バイオマス資源利活用施設整備・運営事業

（件数はH29.4月時点 国土交通省調査による）

表内の年月は供用開始時期
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※実施項目については、「下水道における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン」を基に実態に合わせて改変

①事案の
発案・抽出

②導入
可能性
検討

庁
内
で
の
発
案

•

首
長
、
幹
部
の
発
案

•

指
針
に
従
い
調
査
対
象
化

•

事
業
担
当
課
の
発
案

•

財
政
当
局
の
発
案

P
F

I

導
入
可
能
性
調
査

自
治
体
の
方
針
決
定

③実施方針の
策定・公表

実
施
方
針
（案
）の
策
定

実
施
方
針
の
公
表

実
施
方
針
に
対
す
る
質
問
へ
の
回
答

実
施
方
針
等
の
修
正

債
務
負
担
行
為
の
設
定

特
定
事
業
の
評
価
・選
定
、
公
表

入
札
説
明
書
・要
求
水
準
書
・落
札
者
決
定
基
準
等
の
作

成
・公
表

入
札
公
告

入
札
公
告
に
関
す
る
質
問
の
受
付
・回
答

入
札
参
加
資
格
の
確
認
・提
案
書
受
入

落
札
者
の
選
定
・公
表

契
約
交
渉
・調
整
等

事
業
開
始

審
査

実施期間

実施項目

留意事項
※1導入可能性の検証、PFI事業の実施にあたっては必要に応じて専門的知識を有する外部アドバイザーを活用する。
※2競争的対話方式の場合には実施方針等の公表後に民間事業者との対話を実施する。

約9～12ヶ月程度 約4～10ヶ月程度 約3ヶ月程度

業
務
引
継
ぎ

民
間
事
業
者
か

ら
の
提
案

④
特定事業
の選定・
公表

⑤民間事業者の
募集・選定・公表

⑥事業契約の
締結

※2※1
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北部汚泥資源化施設消化ガス発電設備整備事業
下水汚泥の処理過程で発生する消化ガスを燃料とした発電施設等をPFIで整備・運営。

事業方式 BTO方式
（サービス購入型）

契約期間 H20.8～H42.3

供用開始 H21.12

事業箇所 神奈川県横浜市

受注者
（SPC）

㈱bay eggs

JFEテクノス㈱、㈱東芝、東
芝電気サービス㈱、JFEセ
キュリティ㈱

事業費 約83億円

事業概要 既存消化発電施設の更新
（設計・建設）、維持管理及
び運営を行い、施設用電力、
汚泥消化槽用の温水を供給。

施設概要 ○消化ガス発電設備
900kW×5台
○温水供給設備
14,470MJ／時
(消化タンク加温、空調設備熱源用)

■事業スキーム

■事業概要図

SPC （㈱bay eggs）

横浜市

国

融資銀行団

設計会社 建設会社 維持管理会社
北部汚泥資源化施設
・消化ガス（燃料）の提供 ・電力（場内利用）
・温水（消化槽）の購入

委託契約 委託契約 委託契約

直接協定

PFI事業契約

消化ガスの提供
電力・温水の売買

融資契約

（SPCへの出資･設立）

交付金

サービス
購入料

PFI/DBO事業の事例紹介①（横浜市）
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平野下水処理場汚泥固形燃料化事業
下水汚泥を固形燃料化する施設をPFIで整備・運営。

事業方式 BTO方式
（サービス購入型）

契約期間 H23.4～H46.3

供用開始 H26.4

事業箇所 大阪府大阪市

受注者
（SPC）

㈱バイオコール大阪平野

電源開発㈱、月島機械㈱、
バイオコールプラントサー
ビス㈱

事業費 約177億円

事業概要 汚泥固形燃料化設備の整
備（設計・建設）、維持管理
及び運営を行い、炭化燃
料化物を供給。

施設概要 ○汚泥固形燃料化設備
・33t-DS/日
・標準脱水ケーキ

150t-wet/日
・稼働率80％以上

■事業スキーム

SPC（ ㈱バイオコール大阪平野）

大阪市

国

融資銀行団

設計会社 建設会社 維持管理会社
有効利用先
・石炭代替燃料

委託契約 委託契約 委託契約

直接協定

PFI事業契約

炭化燃料化物の売買

融資契約

（SPCへの出資･設立）

交付金

脱水
汚泥

下水処理場で買取

乾燥設備

有
効
利
用
先

（石
炭
代
替
燃
料
）

PFI事業

下水処理場

炭化炉
固形燃料化物
貯留施設

熱回収設備
排ガス
処理設備

煙突

受入設備
貯留設備

炭化燃料化物

石炭火力発電所

サービス
購入料

PFI/DBOの事例紹介②（大阪市）
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PFI/DBOの事例紹介③（佐野市）

事業方式 BOT方式
（独立採算型）

事業期間 H27.3～H48.3

供用開始 H28.4（予定）

事業箇所 佐野市水処理センター※

（栃木県）

受注者
（SPC）

佐野ハイブリッド発電㈱

構成員 ㈱大原鉄工所
㈱西原環境

事業概要 ○佐野市水処理センターの敷地内に「佐
野ハイブリッド発電所」をPFIで整備。

○消化ガス発電設備と下水処理場内の
敷地を有効活用する太陽光発電設備
により年間約263万kWを発電し、東京
電力㈱へ供給。

○佐野市は、受注者より250万円（税抜）
／年を収受。

施設概要 ○消化ガス発電設備 250kW
（マイクロガスエンジン50kW×5台）

○太陽光発電設備 940kW
（太陽光パネル0.26kW×3,616枚）

■事業スキーム

再生可能エネルギー発電事業
消化ガスと太陽光による発電設備をPFIで整備・運営。PFI推進機構が案件組成及び財政面で支援。

売電契約

※ 旧秋山川浄化センター
（市町村合併により、H27.3 本終末処理場を含む渡良瀬川上流
流域下水道が栃木県から佐野市へ移管）

佐野ハイブリッド発電㈱
（SPC）

東京電力㈱

佐野市
（2015/3末までは栃木県）

事業契約

㈱大原鉄工所
（消化ガス発電設備整備）

㈱西原環境
（太陽光発電設備整備
消化ガス発電設備維持管理
太陽光発電設備維持管理）

北越銀行
足利銀行

PFI推進機構

融資

■事業対象施設外観

業務委託

㈱大原鉄工所
㈱西原環境出資

消化ガスを活用する発電 場内敷地を活用する太陽光発電
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下水道バイオマスエネルギー利活用施設整備運営事業
下水汚泥・食品残渣等のバイオマス資源を循環利用する施設をPFIで整備・運営。

事業方式 BTO方式
（サービス購入型）

契約期間 H21.4～H38.4

供用開始 H23.5

事業箇所 富山県黒部市

受注者
（SPC）

黒部Eサービス㈱

水ing㈱、㈱荏原製作所

事業費 約36億円

事業概要 下水汚泥や事業系食品系残渣
等を受け入れ、安定的かつ適正
な処理を行うとともに、バイオマ
スに潜在するエネルギーを効果
的に回収し、有効活用を行う。

バイオマス
受入量

○下水汚泥
24,346m3/年

○農業集落排水汚泥
1,080m3/年

○浄化槽汚泥
134m3/年

○ディスポーザー生ゴミ
688m3/年

○事業系食品残渣（コーヒー粕）
2,884m3/年

■事業スキーム

■事業対象施設外観

PFI/DBOの事例紹介④（黒部市）

①

③

②

① ガスホルダ・メタン発酵設備

② マイクロガスタービン発電機

③ 汚泥乾燥機
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県北地区広域汚泥資源化事業（米代川流域下水道・大館処理センター）
県北3市3町1組合の下水道終末処理場７施設、し尿処理場３施設から発生する汚泥を、流域下水道
大館処理センターに設置する汚泥資源化施設で集約処理、資源化。

事業方式 DBO方式

契約期間 H29.5～H52.3

供用開始 H32.4

事業箇所 秋田県大館市

受注者
（SPC）

秋北エコリソースマネジメン
ト株式会社

メタウォーター（株）他

事業費 約64億円

事業概要 県北地区の生活排水処理汚泥
（下水、くみ取りし尿、浄化槽、農
集排等）から資源化物を製造し、
有価にて供給。

（年間平
均）計画処
理量

○下水処理汚泥
6,142wet-t/年

○し尿処理汚泥
1,640wet-t/年

■事業の流れ

■事業対象施設

PFI/DBOの事例紹介⑤（秋田県）
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■事業の効果



黒部市下水道事業バイオマスエネルギー
利活用施設の全体処理フロー

横浜市のPFI導入に関する組織間の関係

 適当な事業規模、コスト縮減効果などのPFI適

用要件を担当課・関係課・外部アドバイザーで
精査し、外部有識者からの審議により事業効
果を測定

横浜市

 民間発案を積極的に募り、安定性・実現性・経
済性・環境性の高い事業を選定

大阪市

 これまで個別処理されてきた下水道汚泥・農業
集落排水汚泥・浄化槽汚泥・食品残渣を一体
処理し処理コストを低減

黒部市

 FIT制度を利用した発電事業による事業者の
収益を市に還元できるよう制度設計

佐野市

○PFIの導入にあたっては、事業選定から発注段階に至るまで、自治体固有の事情を
勘案した工夫を行っている。
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PFI実施における工夫（平成28年度PPP/PFI検討会報告書より）



 事業への知識・経験不足に伴い業務量と準備期間の増加が想定

 地元中小企業に入札を限定できず、地域活性化への貢献が困難

 適切な運営確保のために所管部局のモニタリングなどで透明性・公平性を確保

横浜市

 実務担当職員が少ないことから、市側の手続ノウハウを組織内に蓄積する必要

 従来型事業の発注手続に比べ事業発案から事業計画まで長期間化

 市が想定する以上に民間事業者が大きく捉えるリスクの対策費用が増大

 金融機関からの資金調達と公共側の資金調達の金利差により事業費が増大

大阪市

 設計・建設のモニタリングは業者に委託している一方、人事異動などにより市で直
接実施している維持管理・運営のモニタリング担当者の事業への習熟度が課題

黒部市

 人口減少に伴い、消化ガス量をいかに確保するか検討が必要

 事業をモニタリングする市側のノウハウ蓄積と市担当者の負担軽減を図ることが必
要

佐野市

○各市とも、PFIの実施にあたっては以下のような課題が生じた。
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PFI実施における課題（平成28年度PPP/PFI検討会報告書より）



２－４．公共施設等運営権方式（コンセッション方式）について
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・ 利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を公共主体が
有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式。

（平成23年ＰＦＩ法改正により導入）

・ 民間事業者による安定的で自由度の高い運営を可能とすることにより、
利用者ニーズを反映した質の高いサービスを提供。

公共主体 PFI事業者

運営権設定

料金支払

運営権

金融機関
投資家

対価支払

抵当権設定

施設
所有権

融資・投資

サービス提供

公共施設等運営権方式（コンセッション方式）とは
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下水道分野におけるコンセッションのメリット

地方公共団体 PFI事業者
運営権設定

料金支払

運営権

金融機関
投資家

対価支払

抵当権設定

施設
所有権 融資

投資

サービス提供

利用者

＜金融機関・投資家のメリット＞
・投資機会の拡大

・金融機関の担保が安定化（抵当権の設定）

・投資家の投資リスクが低下（運営権の譲渡）

＜地方公共団体のメリット＞
・民間の技術力やノウハウを活かした老朽化対策等の促進

・技術職員の高齢化や減少に対応した技術承継の円滑化

・発注ロットの増大・業務のパッケージ化によるコスト削減

・個別工事の発注や管理を包括的に民間に委ね、地方公
共団体はモニタリングや事業計画・経営計画の策定等の
管理者業務に専念

・民間の技術力・流通ノウハウを活かした、長期安定的な事
業の継続が可能（汚泥利用事業）

＜利用者のメリット＞
・事業者による自由度の高い運営により、
持続的に低廉かつ良好なサービスを享受

＜民間事業者のメリット＞

・期間・規模面での事業のスケールアップ
⇒ 地元企業を含めた民間の事業機会の創出

地域雇用の安定化

・事業運営・経営についての裁量の拡大

・事業運営に関するトータルマネジメント力の獲得
による国内外における企業競争力の向上
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包括的民間委託からコンセッションへの移行について

3～5年が一般的
長期が一般的
（浜松市は20年）

短期の雇用機会創出
（地元企業の活用は可能）

より長期の雇用安定化
（地元企業の活用は可能）

汚泥利用を
長期安定的に実施

業務範囲

期間

地域活性化

民間の裁量拡大による
事業運営の効率化

必要 使用料で運営する範囲は不要
（必要に応じて長期の設定も可能）

債務負担行為の
設定

性能発注等による
民間の裁量確保

包括的民間委託 コンセッション

事業運営

維持管理業務が中心 改築等への拡大も可能

施設の耐用年数や利用先の
観点から短期では実施が困難

官
民
双
方
に
メ
リ
ッ
ト

汚泥利用事業
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包括的民間委託 コンセッション

運営権設定 不可
可

（PFI法第19条第4項：議会の議決後に可）

民間事業者による
料金徴収

不可
(下水道管理者が徴収)

自ら料金を収受することができる
（PFI法第23条）

未収金の
強制徴収

下水道管理者による自力執行
（地方自治法第231条の3第3

項）
民事手続による強制執行

委託に係る
条例制定の要否

不要

必要
（PFI法第18条：民間事業者の選定手続、運営
等の基準及び業務の範囲、利用料金に関する

事項その他必要な事項を定める）

委託期間・
業務範囲

3～5年の委託期間が多く、
維持管理業務が中心。

長期間の委託が一般的であり、
改築・料金徴収等の業務も含む。

※浜松市の例では、委託期間20年。
※料金徴収については、PFI法第23条

包括的民間委託・・・ 性能発注に基づく複数業務・複数年度発注による民間委託
（平成13年4月 国土交通省「性能発注の考え方に基づく民間委託のためのガイドライン」）

公共施設等運営事業（コンセッション）・・・利用料金の徴収を行う公共施設等について、当該施設の
運営等を行う権利を民間事業者に設定する運営方式
（平成25年6月 内閣府「公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン」）
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包括的民間委託とコンセッションの違い（平成28年度PPP/PFI検討会報告書より）



○コンセッションとは、利用料金の徴収を行う公共施設等について、当該施設運営等を行う権
利を民間事業者に設定する運営方式

○PFI法に基づく手続きを行い、導入までに3～4年程度を要する。

①事業方針
の決定

②情報
整理

実
施
方
針
の
策
定
の
提
案

コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
導
入
の
利
点
・課
題
の
整
理

事
業
情
報
の
整
理

マ
ー
ケ
ッ
ト
サ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ

③実施方針の
策定・公表

実
施
方
針
に
関
す
る
条
例
の
制
定

実
施
方
針
の
策
定

実
施
方
針
の
公
表

④特定
事業の
選定

特
定
事
業
の
選
定

特
定
事
業
の
評
価
・公
表

基
本
的
な
事
業
ス
キ
ー
ム
の
検
討

⑤民間事業者の募集・評
価・選定

民
間
事
業
者
の
募
集
開
始

契
約
書
、
要
求
水
準
書
等
の
作
成

一
次
審
査

二
次
審
査
（競
争
的
対
話
）

民
間
事
業
者
の
選
定

民
間
事
業
者
の
選
定
結
果
の
公
表

⑥運営権の設
定及び契約協

議

運
営
権
設
定
に
係
る
議
会
の
議
決

運
営
権
の
設
定

事
業
開
始

契
約
協
議

実施期間

実施項目

留意事項

※1新たなスキーム等導入する際は、各省庁や庁内の合意形成に時間を要する可能性がある。
※2事業情報の整理については、台帳や維持管理情報の保存状況（データ又は紙）により時間を要する可能性もある。
※3条例の制定が必要となる場合、審議に時間を要する可能性がある。
※4調達時は、民間事業者による現地調査や競争的対話を手厚く行う必要があることから時間を要する。

※1 ※2 ※3 ※4

約12ヶ月程度 約12ヶ月程度 約12ヶ月程度

※実施項目については、「下水道における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン」を基に実態に合わせて改変

引
継
ぎ
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コンセッション方式導入の手順（平成28年度PPP/PFI検討会報告書より）



• PPP/PFI事業者（SPC等）がコストだけでなく、創意工夫・技術提案を含めて業者選定

• PPP/PFI事業者がSPCの場合、地元に本社を置くことなど定めることができる

• PPP/PFI事業者（SPC等）が業務を行うので、地元企業にとって仕事がなくなる訳ではない

公共発注の場合 PPP/PFIの場合

自治体

大手
企業

地元
企業B

地元
企業C

地元
企業D

地元
企業A

A処理場 B処理場 C処理場

業務委託

自治体

大手
企業

地元
企業B

地元
企業C

地元
企業D

地元
企業A

A処理場 B処理場 C処理場

業務委託

PPP/PFI

事業者

○PPP/PFI事業を実施することで地元企業にも以下のようなメリットがある。
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PPP/PFI活用による地元企業へのメリット（平成28年度PPP/PFI検討会報告書より）



浜松市におけるコンセッション導入について

＜運営権者＞
代表企業：ヴェオリア・ジャパン株式会社
構成員 ：ヴェオリア・ジェネッツ株式会社、ＪＦＥエンジニアリング株式会社

オリックス株式会社、東急建設株式会社、須山建設株式会社

＜事業概要＞
浜松市内最大処理区である西遠処理区において、
処理場・ポンプ場に運営権を設定し、民間事業者が20年間にわたり、
対象施設の維持管理と機械電気設備の改築更新等を実施。

浜松市

・効率的な維持管理や改築

・VFM 14.4%（優先交渉権者提案時）

・運営権対価：25億円

西遠浄化センター

阿蔵中継ポンプ場

浜名中継ポンプ場

西遠処理区

平成26年度 事業スキームの検討、公募書類の作成、資産調査など

平成27年6月 実施方針（素案）の公表

平成27年12月 実施方針（案）、要求水準書（案）の公表

平成28年2月
下水道条例の改正
実施方針の公表、特定事業の選定・公表

平成28年4月～ 西遠流域下水道移管（包括的民間委託）

平成28年5月 募集要項等の公表

平成29年3月 優先交渉権者の選定・基本協定締結

平成29年10月 運営権設定、実施契約の締結

平成30年4月 コンセッション事業開始
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須崎市におけるコンセッション導入に向けた取組

＜事業概要＞
高知県須崎市（人口：2.2万人（平成29年3月末時点））において、処理場・管路に
運営権を設定し、民間事業者が20年間にわたり、対象施設の維持管理や事業経営
の観点から見た計画策定等を実施。（漁業集落排水処理施設等の維持管理は、包
括的民間委託とし、運営事業とパッケージ化）

須崎市

平成28年度 ＰＦＩ法第6条に基づく民間提案を受付

平成29年度 内閣府の補正予算にてデューデリジェンスを実施

平成29年12月 実施方針に関する条例を制定

平成30年2月16日 実施方針の公表

平成30年4月 特定事業の選定・公表、募集要項等の公表

平成30年8月 提出書類（提案書）の受付

平成30年9月 優先交渉権者の選定

平成30年12月 運営権設定、実施契約の締結

平成31年4月 コンセッション事業開始

須崎市の事業対象施設の位置関係
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○政府では空港・道路・水道・下水道など様々な分野において、コンセッションの導入を推進。
○浜松市において、国内初の下水道コンセッションの導入に向け手続中（平成30年4月事業開始）

＜コンセッション方式に関する各都市の進捗状況＞

各都市におけるコンセッション方式の実施状況

50
※平成29年11月9日「未来投資会議構造改革徹底推進会合」の内閣府資料に一部加筆



２－５．民間収益施設の併設事業
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下水道施設におけるエネルギー・余剰地の有効活用

下水処理場

コンポスト化・
リン回収施設

バイオガス発電施設

下水熱供給事業

再生水
供給事業

地域バイオマスの集約

剪定枝 等 生ゴミ 等

固形燃料化（広島市）バイオガス発電（佐賀市）

処理水

下水汚泥

ガス事業者等

バイオガス化
固形燃料化

施設

バイオガス
供給事業

水素製造バイオガスから製造した
水素を供給（福岡市）

下水管渠からの採熱
による融雪（新潟市）

下水管渠

電力供給事業

商業施設併設（大阪府）

太陽光発電（山形県）

小水力発電（北九州市）

コンポスト化（佐賀市）
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太陽光発電

２,０００
ｋＷ

バイオガス
発電

３５０ｋＷ

太陽光発電とバイオガスの
ダブル発電（H26.3運転開始）

○神戸市は、民間企業に下水処
理場の敷地、消化ガスを提供。

○民間企業は発電事業を行い、
売電収入の一部を市に支払
い。

○年間売電収入は約1億7千万
円、そのうち約2割が市の収
入。

雨水貯留施設と民間商業ビル
の合築（H27.5開業）

○東京都は処理場敷地の借地権
(30年間)を民間企業に譲渡し、
商業ビルのオフィス床を取得。

○ビルの空調に下水熱を活用し、
トイレ洗浄水に再生水を利用。

○借地権設定対価：約860億円

東京都 芝浦水再生センター 神戸市 垂水処理場

収益施設の併設・
土地活用

処理場上部空間
バイオガスの有効利用

エネルギー・余剰地の有効活用（民設民営の事例）

○下水道処理施設等における民間収益施設の併設事業は全国で約60件実施中。（H29.4月時点）

○そのうち約9割が再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）を活用した発電事業である。

○各地方公共団体は当該民間収益施設から貸付料等を受領している。

収益施設の併設・
土地活用

スポーツ施設・スーパーマー
ケット等を併設（H23.8開業）

○大阪府は水処理施設上部地を
民間事業者に貸付。

○貸付料：年間46,842,000円
※総額：983,682,000円（21年間）

大阪府 竜華水みらいセンター

太陽光発電（H25.9運転開始）

○山形県は処理場にある遊休地
を民間事業者に貸付。

○設備容量は約2000kW。

○県は土地の貸付料として、民間
事業者から年間約460万円を受
領。

山形県 山形浄化センター

余剰地の活用
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浄化センターの消毒槽と放流
管の水位差を利用し、水力発
電を実施。

・年間発電了量：8千kWh

・CO2削減量：3 ton/年

処理場施設内の余剰地にお
いて風力発電事業を実施。中
島浄化センターで使用する電
力の約10％を賄っている。

・年間発電了量：約165万kWh

静岡市 中島浄化センター 北九州市 日明浄化センター

風力発電 小水力発電

＜ご参考＞エネルギー・余剰地の有効活用（公設公営事例）

○下水道処理施設内におけるエネルギーの有効活用事業は公設公営でも事例が多数存在する。

○太陽光発電やバイオガス発電の事例が多く、施設内の消費電力に充当されている。

○大半の発電事業において導入前に費用便益（B/C）による評価を実施している。

太陽光発電

処理施設の余剰地を活用し、
発電を行う。夏季晴天時に消
費電力量の約10％のピーク
カットを見込む。

・年間発電量：約106万kWh

・CO2削減量：約600 ton/年

兵庫県 揖保川浄化センター（上）
武庫川下流浄化センター（下）

宇部市 東部浄化センター

し尿等の受け入れ（ＭＩＣＳ事
業）を行い、導入を決定。

・年間発電量：約150万kWh

・CO2削減量：約1,000 ton/年

バイオガス発電
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固定価格買取制度における下水道事業の補助金等交付の考え方

○平成24年9月14日付け事務連絡「再生可能エネルギーの固定価格買取制度における下水道事業
の補助金等交付の考え方等について」を周知。

１．発電施設等に対する補助金等交付の考え方
•売電のための発電施設、送電施設等については、国庫補助金等の交付目的を逸脱するため、交付対象とならない
（効果促進事業にあっても同様）。

２．補助金適正化法の適用の考え方
【太陽光発電】
単独費により自ら太陽光発電施設を設置する場合
•発電施設及び送電施設等を設置する土地、建物等が補助対象財産である場合、財産処分の承認申請が必要
•売電収入については、維持管理費等の範囲において国庫返納を要しない
民間事業者等が下水処理場等において太陽光発電を行う場合
•発電施設及び送電施設等を設置する土地、建物等が補助対象財産である場合、財産処分の承認申請が必要
•土地の借用料等の収入については、維持管理費等の範囲において国庫返納を要しない

【バイオガス発電】
単独費により自らバイオガス発電施設を設置する場合
• 発電施設自体の財産処分は不要
• 売電のための送電施設等については、当該施設を設置する土地、建物等が補助対象財産である場合、財産処分
の承認申請が必要

民間事業者にバイオガスを売却し、民間事業者がバイオガス発電を実施する場合
•発電施設及び送電施設等を設置する土地、建物等が補助対象財産である場合、財産処分の承認申請が必要
•バイオガスの売却収入については、維持管理費等の範囲において国庫返納を要しない
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財産処分承認基準等の運用について

社会情勢の変化を踏まえて
下水道計画を見直した結果

使用目的を失った用地

有効利用
（資源・エネルギー利用、浸水対策、災害対策など）

財産処分

●使用目的を失った用地の財産処分については、下記のような柔軟な対応
が可能。

①供用開始の公示において、対象用地を含む用地全体が明示されているこ
となどの事実が確認でき、10年を経過した財産であれば、包括承認（地方
整備局長あて財産処分報告書の提出をもって承認があったものとみなされ
る事務手続）が可能。

②以下に該当する同一地方公共団体内の所管換えは、国庫納付が不要。
１）取得時点における事業計画や全体計画への位置付けが確認できるこ
と。
２）所管換え後の用途が公共の目的に資するものであること。

（公園、道路、廃棄物処理施設 など）
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財産処分承認基準等の運用フロー図

ただし、一定の要件を満たす場合に
は、
国庫納付を要しない。

対象用地が

供用開始後

10年を経過した

と判断される

国庫納付

国庫納付

国庫納付不要

国庫納付※１

国庫納付

国庫納付不要収益

収益

収益

譲渡

目的外使用

貸し付け

差益有り交換

目的外使用、貸付け、譲渡、交換など

包括承認

ない

ある

個別案件

はい

いいえ

ない

ある

国庫納付不要

原則

※１ 処分制限期間の残期間内で交付条件を継承する場合を除
く。

ある

ない
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３．下水道分野におけるPPP/PFIに向けた国土交通省の取組
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国土交通省のPPP／PFI導入のための推進施策

・コンセッションをはじめとするPPP/PFI手法の導入を促すため、首長等に対する
トップセールスを実施（平成28年2月～）

・地方公共団体の首長、事業管理者、局長、部長等に対して政府の最新動向や
PPP/PFIの実施状況などを説明。

・これまで、約60の地方公共団体にトップセールスを実施しており、今後も継続的
に実施予定。

首長等に対するトップセールス

検討会・各種支援制度

○「下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会」設置(H27.10)

→多様なPPP/PFI手法の導入方策を検討し、情報・ノウハウの共有を図る。（約40
の地方公共団体が参画）

○コンセッション等の準備事業の財政的支援

 国土交通省下水道部

 国土交通省総合政策局官民連携政策課

 社会資本整備総合交付金の重点配分
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国土交通省のPPP／PFI導入のための推進施策

○優先的検討規程の策定要請（内閣府）
・平成27年12月に、人口20万人以上の地方公共団体に対して、平成28年度末までに公共事
業を実施する際に、PPP/PFI手法を優先的に検討するための手続きや基準を定めるよう要
請。

・下水道部では、地方公共団体が優先的検討規程を策定する際に参考となるガイドラインに
ついて平成29年1月末に公表。

○社会資本整備総合交付金の要件化
・平成29年度より、社交金の交付について要件化。

 人口２０万人以上の地方公共団体において、下水処理場における各施設の改築を行うに
あたっては、予めコンセッション方式の導入に係る検討を了していることを交付要件化。

 すべての地方公共団体において、下水処理場における各施設の改築を行うにあたって
は、予め当該処理場の統廃合に係る検討を了していることを交付要件化。

 人口２０万人以上の地方公共団体において、汚泥有効利用施設の新設を行うにあたって
は、原則としてPPP/PFI手法（コンセッション、PFI、DBO、DB）を活用することを交付要件化。

○広域化目標の設定
・経済財政運営と改革の基本方針2017（平成29年6月9日閣議決定）において、「上下水道等
の経営の持続可能性を確保するため、2022 年度（平成34 年度）までの広域化を推進するた
めの目標を掲げる」とされた。

社会資本整備総合交付金の要件化等
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下水道における新たなPPP／PFI事業の促進に向けた検討会

趣旨：老朽化施設の増大や執行体制の脆弱化が進む中、下水道の機能・サービスの水準を持続的に確保していくため

モデル都市における検討等を通じ、多様なPPP/PFI手法の導入に向けた方策やノウハウ等を検討・共有する。

参加都市： 8都道府県、48市、5町の計61自治体（平成29年12月末時点)

オブザーバー：日本下水道協会、日本下水道事業団

民間資金等活用事業推進機構

開催実績： 平成27年10月に第1回を開催し、概ね隔月でこれまで13回開催。

平成29年度も引き続き開催中。（2018年2月頃に第14回開催）

各回でのテーマ・議題：

第1回（2015/10/8）：政府全体の動向、PPP/PFI取り組みの効果など

第2回（2016/1/13）：事例紹介（小松市、山元町、黒部市、宮城県）、コンセッション（浜松市）、管路の包括的民間委託（河内長野市）など

第3回（2016/3/9） ：モデル都市の事例紹介（小松市）、広域共同化（秋田県）、コンセッション（三浦市）

第4回（2016/5/31）：各自治体が抱える課題等（新規参加5自治体）、コンセッション（浜松市）・汚泥の有効利用（横浜市）

第5回（2016/7/27）：コンセッション（奈良市、三浦市、宇部市）、包括的民間委託（かほく市）

第6回（2016/9/27）：民間参入・業界育成（民間事業者）、管路の包括的民間委託（河内長野市）

第7回（2016/11/30）：コンセッション（浜松市・奈良市、小松市、宇部市、須崎市）

第8回（2017/1/31）：PFI推進機構の取組（PFI推進機構）、汚泥の有効利用（大阪市・黒部市・佐野市）

第9回（2017/3/13）：コンセッション（宇部市・小松市）、民間事業者（積水化学工業）

第10回（2017/6/5）：コンセッション（三浦市）、管路の包括的民間委託（堺市・柏市・富士市）

第11回（2017/8/3）：コンセッション（須崎市・大牟田市）

第12回（2017/9/29）：民間セクター分科会での議論共有、コンセッション（村田町）、広域化（秋田県・埼玉県）

第13回（2017/11/28）：汚泥の有効利用（兵庫県・広島市）、管路の包括的民間委託（大津市・大阪狭山市）、広域化（大阪府）

コンセッション・管路の包括的民間委託・汚泥の有効利用事業・
広域化などを主なテーマとし、先進的な取組を実施している、

あるいは導入を検討している団体から事例紹介と意見交換等を実施

官民連携手法の導入を検討している地方公共団体においては積極的に参加を検討されたい
本検討会に関する問い合わせや参画希望については、下水道企画課まで
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下水道における新たなPPP／PFI事業の促進に向けた検討会 参画団体

【地方公共団体】（※ｱｲｳｴｵ順）(計61自治体、平成29年12月末時点)

（都道府県）
秋田県、大阪府、埼玉県、滋賀県、島根県、兵庫県、宮城県、和歌山県

（政令市）
大阪市、京都市、熊本市、神戸市、堺市、千葉市、浜松市、広島市、横浜市

（市）
赤磐市、尼崎市、いわき市、宇都宮市、宇治市、宇部市、大分市、大阪狭山市
大津市、大牟田市、小田原市、柏市、金沢市、かほく市、香美市、河内長野市
黒部市、小松市、高知市、酒田市、佐野市、塩尻市、周南市、須崎市、田原市
多摩市、富山市、豊田市、富田林市、奈良市、習志野市、姫路市、富士市
藤井寺市、船橋市、松山市、守口市、三浦市、和歌山市

（町）
岩手町、上郡町、津幡町、村田町、山元町

【オブザーバー】(計3団体、平成29年11月末時点)

日本下水道協会、日本下水道事業団、民間資金等活用事業推進機構
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下水道における新たなPPP／PFI事業の促進に向けた検討会 民間セクター分科会

■趣旨：
民間企業の視点からPPP/PFI事業の促進のための課題事項や解決方策に対して具体的な検討を行い、コンセッション等の
PPP/PFI事業の更なる普及・促進を目的とする。

■検討の進め方：

以下に記載した事項等に関する在り方等について議論等を行う。

 未来投資戦略等での指摘事項

 瑕疵担保の負担や運営権対価の返金等の契約の在り方

 物価変動時の利用料金等の取扱い

 適切なマーケットサウンディングの方法

 ＶＦＭの算定や対価の支払方法、評価方法

 委託施設の範囲、官民の適切なリスク分担、モニタリング体制

 地方公共団体や政府への要望

■今後の方針：

本分科会で議論された内容等を地方公共団体向けの検討会で共有するなど、PPP/PFI事業の更なる普及のための検討を実施。

国

地方公共団体 民間企業

連携
PPP/PFI

検討会

民間セクタ
ー分科会

PPP/PFI事業の更なる推進

PPP/PFI事業の推進について

民間セクター分科会の様子
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下水道における新たなPPP／PFI事業の促進に向けた検討会 民間セクター分科会

■第1回民間セクター分科会 開催日程

平成29年7月4日（火） 15時～17時＠下水道協会

■第1回民間セクター分科会 参加企業一覧（全12社）

メタウォーター株式会社、水ing株式会社、株式会社クボタ、月島機械株式会社、株式会社明電舎

三機工業株式会社、積水化学工業株式会社、株式会社西原環境、株式会社日水コン、株式会社NJS

新日本有限責任監査法人、PwCアドバイザリー合同会社

■第1回民間セクター分科会 開催概要

○「下水道分野において更なる官民連携を進めるための課題等について」（各社より発表後、意見交換）

→（前半）メタウォーター株式会社及び積水化学工業株式会社から発表

（後半）株式会社日水コン、PwCアドバイザリー合同会社から発表

■主な意見等

○リスクについては、ペナルティだけでなく、対価を増やすなどのインセンティブがあると民間事業者としてはやりがいが

ある。インセンティブの仕組みの１案として、ペナルティを相殺できる仕組みが考えられる。

○リスクに見合った収益を上げたい。必要経費やマネジメントフィーなども計上されるべきと考えられる。

○個別案件毎ではなく、業界全体として、日々起きる事象をリストアップして損害額・役務を確認し、公共側と民間側の

リスク分担を決めるべきではないか。

○セルフモニタリングや第三者モニタリングの役割分担の仕組みが重要である。

○民間事業者側がデューデリジェンスをしやすい情報整備の方法を検討する必要がある。

受託者が必要としている情報を認識した上で、加工・分析しやすい情報を発注者が整理するべきである。

○管路事業における委託方法については、老朽化等の現状把握をするのが難しいため、まず一定期間の調査期間を

設定した上で、工事の規模等を協議するのが望ましい。

○公平な競争環境は重要であるが、価格のみの競争となると民間企業が疲弊して、参入者がいなくなる。

○民間事業者側の技術者の人的制限もあり、広域化や共同発注を行うなどして発注規模の拡大が望ましい。

○適正な利用料金の設定のために、総括原価方式の考え方が一つの解となり得る。
64



４．官民連携事業に関する支援制度等について
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下水道部のPPP／PFI導入に対する支援施策

各種ガイドライン等の整備

○包括的民間委託等実施運営マニュアル(H20.6)

○下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託
導入ガイドライン(H26.3)

○下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に
関するガイドライン(H26.3)

○下水道事業におけるPPP/PFI手法選択のためのガイド
ライン（H29.1）

○下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託
導入事例集（H29.3）

財政的支援

○準備事業への支援
＜下水道部＞

コンセッション事業の導入に前向きな自治体に対しては案件形成や

実施方針・契約書作成等の支援を実施。

H29：三浦市、宇部市、小松市、須崎市、奈良市

赤磐市、周南市、津幡町、富士市

Ｈ28：三浦市、宇部市、小松市

＜総合政策局 官民連携政策課＞

コンセッションを含む先導的な官民連携事業導入について、検討・調査

を実施しようとする地方公共団体等に対し、検討・調査の費用を支援。

H29：村田町、柏市

H28：奈良市、三浦市、神戸市、須崎市

○社会資本整備総合交付金の重点配分

・下水道分野におけるPPP/PFI事業に対して社会資本整備総合交付金

等の重点的な支援を実施。

・人口20万人以上の地方公共団体において、一定規模以上の施設

の改築を実施する場合、コンセッション方式の検討を要件化。

○一括設計審査の運用の明確化

・ PFI 等を活用する下水道事業に係る、一括設計審査（全体設計）の

運用を明確化。

（事務連絡「 PFI 等を活用する下水道事業における一括設計審査（全

体設計）の運用について」（H28.1.7））

案件形成に向けた情報・ノウハウの共有

○「下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた
検討会」設置(H27.10)

・多様なPPP/PFI手法の導入方策を検討し、情報・ノウハ
ウの共有を図る。
・三浦市・宇部市・小松市をモデル都市とし、全国より約
60の地方公共団体が参画。

【主な検討項目】
・モニタリングや管理者側の技術力の維持
・地元企業が参画するスキームの構築
・競争性・公平性・透明性の確保
・PPP/PFIの事業形成ノウハウ
・汚泥の有効利用事業等
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下水道分野における官民連携に関するガイドライン・事例集

ガイドライン・事例集名 テーマ 発行日 発行体

①性能発注の考え方に基づく民間委託のためのガイドライン 包括的民間委託 平成13年4月 国土交通省

②包括的民間委託等実施運営マニュアル 包括的民間委託（処理場） 平成20年6月 下水道協会

③下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託導入ガイドライン 包括的民間委託（管路） 平成26年3月 国土交通省

④下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン コンセッション 平成26年3月 国土交通省

⑤下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン－改訂版－ 下水汚泥の有効利用 平成27年3月 国土交通省

⑥下水道事業におけるPPP/PFI手法選択のためのガイドライン 優先的検討規程 平成29年1月 国土交通省

⑦下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託導入事例集 包括的民間委託（管路） 平成29年3月 国土交通省

○国土交通省・下水道協会では、PPP/PFIに関するガイドライン・事例集を7つ作成・公表している。
○各地方公共団体の実情や検討するスキーム・手法に応じて、各種参照いただきたい。

官民連携に関するガイドライン・事例集一覧

官民連携に関するガイドライン・事例集の位置づけ

水処理
施設

管路施設

汚泥有効
利用施設

民間委託度合い直営 包括的民間委託
PFI/DBO

コンセッション
仕様発注

④

①・②

③・⑦
⑥

優先的
検討規程

⑤
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下水道の官民連携相談窓口（げすいの窓口）の設置

相談窓口概要
下水道部においては、持続可能な下水道事業の運営を行うため、コンセッション方式をはじめ、様々な官民連携
事業（包括的民間委託・PFI・DBOなど）の導入を推進しております。今般、地方公共団体の担当者の方々からの
相談・質問等をお受けするための相談窓口（げすいの窓口）を2017年7月31日まで期間限定で設置しておりました
が、好評につき2018年3月30日まで受付を延長致します。

窓口設置期間
2017年6月30日（金）～2018年3月30日（金）

相談例
•コンセッション方式ってどういう仕組み
•管路の包括的民間委託ってどういう事例があるの
•官民連携を検討するための補助制度はあるの
•具体的な官民連携の事例を教えてほしい など

相談件数（12月末時点）
メール及び電話で約40件

相談方法・回答について
相談は、下記問い合わせ先にメールもしくは電話（極力メールでお願い致します）でご連絡下さい。ご連絡いただく
際には所属団体、御名前、後連絡先を合わせてご教示下さい。できる限り速やかに回答させていただきます。

お問い合わせ先
国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部 下水道企画課 官民連携推進係長 梅井 貴行
TEL：（03）5253-8111 （内線34115） umei-t2e5@mlit.go.jp 68


